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青森地域広域事務組合消防救急デジタル無線整備業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１） 業務名 

青森地域広域事務組合消防救急デジタル無線整備業務 

（２） 業務目的 

消防救急デジタル無線とは、指令管制室内の 119 番通報受信装置等で得た災害情

報を活動隊に送信する無線通信システムで、混信が起こりにくく、通信に秘匿性が

ある独自の通信インフラである。 

青森地域広域事務組合では、災害情報を効率的に伝達できる消防通信体制を維持

することを目的として、令和９年度末までに消防救急デジタル無線の基地局等の更

新を行い、令和１０年度以降当該設備の保守管理を行うものである。 

（３） 業務内容 

     別紙「青森地域広域事務組合消防救急デジタル無線整備業務要求水準書」のとおり。 

（４） 契約方法 

     公募型プロポーザルにより受託候補者を選定し、価格等の協議を経て、随意契約

により委託契約を締結するものである。なお、受託候補者との協議において、両者

が合意に至らなかった場合には、次点者との協議を行うものとする。 

（５） 履行期間 

     契約締結の日から令和１０年３月３１日（金）まで 

（６） 本業務における契約上限額 

     １，８６８，６００，８００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     上記契約金額を超えた場合は、選定しない。また、前払い金として請求する場合

は、契約金額の３割を上限とする。 

（７） 事務局（問い合わせ、提出先） 

     青森地域広域事務組合消防本部通信指令課  

     〒０３０－０８６１ 

     青森県青森市長島２丁目１番１号 青森消防合同庁舎３階 

     電話番号：０１７－７７５－０８５１ 

     メールアドレス：shobo-tsushinshirei@city.aomori.aomori.jp 

     ※問い合わせ、提出等にあっての注意事項 

     土曜日、日曜日及び国民の休日を除く日の午前９時から午後５時までとする。 

 

２ 参加資格 
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  公募型プロポーザルに参加する者は、次の要件の全てを満たす者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（２） 参加申込みの日において、会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しく

は第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１

８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てが

なされた者でないこと。 

（３） 参加登録申込書の提出期限から受託者確定の日までの期間、青森地域広域事務組

合競争入札参加資格者指名停止要領（平成２７年４月１日施行）の規定による停止

措置を受けていない者であること。 

（４） 手形交換所による取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者であ

ること。 

（５） 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（６） 青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。 

（７） 参加申込の日において、青森地域広域事務組合競争入札参加資格等に関する規則

（平成２７年青森地域広域事務組合規則第１３号）第２条の規定により、青森地域

広域事務組合（以下「当事務組合」という。）の競争入札に参加する資格があると認

定された事業者で、業種「電算システム等業務」、部門「システム等開発業務」及び

業種「保守点検業務」、部門「通信設備点検業務」の両方に登録を有する事業者であ

ること。 

（８） 元請として、消防救急デジタル無線システム装置を当事務組合と同等以上の管内

人口の事務組合等への納入実績を有する事業者であること。ただし、事業承継及び

社名等の変更があった場合は、それらを証明する書類等を提出すること。 

（９） 消防救急デジタル無線設備の機器製造業者又は機器製造業者から供給を受け、施

工が行えるものであること。なお、参加にあたり、同一の機器製造業者又は機器製

造業者から供給を受け、施工が行われる会社から 1社のみの参加とすること。 

 

３ 公募型プロポーザルへの参加に係る資料等 

（１） 実施要領及び要求水準書の配布 

     実施要領及び要求水準書は、当事務組合のホームページに掲載する。 

     http://www.city.aomori.aomori.jp/kouiki/top.html 

（２） その他 

提案書の作成のために当事務組合から受領した資料は、許可なく公表・転載及び
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引用等をしないこと。 

 

４ 公募型プロポーザルに係る質問受付及び回答 

  公募型プロポーザルに係る質問は、次のとおり受け付ける。 

（１） 提出書類 

     質問書（様式２） 

（２） 受付期限 

     令和８年２月１９日（木）午後５時００分まで（必着） 

（３） 提出方法 

ア 「１（７）事務局（問い合わせ、提出先）」に記載する事務局へ、電子メールで提

出すること。件名を「青森地域広域事務組合消防救急デジタル無線整備業務」と記

載することとし、メール送信後、電話でメールの到着を確認すること。 

イ 電話又は口頭による質問は受け付けない。 

（４） 回答方法 

     質問に対する回答は、令和８年２月２６日（木）当事務組合のホームページにて

「質疑応答書（様式２－１）」で掲載する。 

 

５ 公募型プロポーザルへの参加申込 

公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表明を行うこと。 

（１） 提出書類 

     参加登録申込書（様式１） 

市税（青森市税又は青森市税が課税されていないものは、主たる事業所が所在す

る市町村が課する市町村税）並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していな

い者であること。（発行日から３ヶ月以内の書類） 

（２） 提出期限 

     令和８年２月１９日（木）午後５時００分まで（必着） 

（３） 提出先 

     「１（７）事務局（問い合わせ、提出先）」に記載する事務局 

（４） 提出方法 

持参又は郵送等（送付記録が残る方法で郵送すること。）により提出すること。た

だし、郵送等の場合は提出期限内必着とする。 

 

６ 提案書に求める内容、提出期限・方法等 

  参加登録申込書提出者は、次のとおり提案書を作成し提出すること。 

（１） 提案書に求める内容 
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提案書（様式３） 紙媒体：７部 

 正本１部 

（事務局） 

副本６部 

（審査員用） 

 

電子媒体：１部 

（ＤＶＤ―Ｒ） 

提案書本文（任意様式） 

    ・別紙「青森地域広域事務組合消防救急デジタ

ル無線整備業務要求水準書」及び「審査基

準」を踏まえて、年間保守の内容と内訳も作

成すること。また、１０年間システムを維持

する最低限の更新機器について、内容、スケ

ジュール及び価格を示すこと。 

    ・用紙はＡ４判片面印刷とする。 

業務実績調書（様式４） 

担当技術者調書（様式５） 

※技術者の保有資格の写しを添付すること。 

配置技術者の経歴及び実績等調書（様式５－１） 

※実績として記載した業務の契約書の写しを添付する 

こと。 

再委託調書（様式６） 

 ※再委託する場合のみ 

システム構築体制図（任意様式） 

運用保守体制図（任意様式） 

基地局内レイアウト図（任意様式） 

機器構成表（様式７） 

見積書（様式８、８－１、８－２） 

 ※様式８―１、８－２にあっては任意様式の内訳も添 

付すること。なお、８－２については、１０年間の保 

守費用を記載すること。 

（２） 記載方法 

ア 文字サイズは原則として１０ポイント以上とすること。 

   イ 使用する言語は日本語、通貨は円とすること。 

   ウ 略語や専門用語については、脚注を付すこと。 

   エ 見積書に記載する金額は、提案内容に基づくものとすること。 

   オ 様式に定められた場所を除き、社名や商標、マーク等提案者を認識できるものを

表示しないこと。 

カ 提案書のファイル形式は、アドビ株式会社のテキスト検索可能なＰＤＦとするこ

と。 

（３） 提出期限 

     令和８年３月５日（木）午後５時００分まで（必着） 
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（４） 提出先 

     「１（７）事務局（問い合わせ、提出先）」に記載する事務局 

（５） 提出方法 

     持参又は郵送等（送付記録が残る方法で郵送すること。）により提出すること。 

     ただし、郵送等の場合は提出期限内必着とする。 

（６） 留意事項 

ア 実施要領（本書）に定められた内容に適合しない場合は、提案書を受理しない。 

イ 提出期限超過後の提出書類の訂正、差し替え、追加等は原則として認めない。た

だし、審査に必要と認められる場合は、資料の追加提出等を求める場合がある。 

 

７ 公募型プロポーザル参加辞退について 

参加登録申込書（様式１）提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、提案辞

退届（様式９）を提出すること。 

（１） 提出期限 

     令和８年３月１０日（火）必着 

（２） 提出先 

     「１（７）事務局（問い合わせ、提出先）」に記載する事務局 

（３） 提出方法 

     持参又は郵送等（配達の記録が残る方法とすること。）により提出すること。ただ

し、郵送等の場合は提出期限内必着とする。 

 

８ 受託候補者の決定 

（１） 審査委員会の設置 

受託候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、「青森地域広域事務組合消防救急デ

ジタル無線整備業務公募型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」とい

う。）を設置する。  

（２） 審査方法 

審査委員会に対し提案内容に係るプレゼンテーションを行い、質疑応答を経た上

で企画提案書の内容と合わせて総合的に評価し、最も合計得点の高い者を受託候補

者として選定する。 

ア 実施日：令和８年３月１７日（火）、予備日３月１８日（水） 

イ 実施場所：青森県青森市長島２丁目１番１号青森消防本部合同庁舎 

ウ １企画提案者あたり３０分程度（説明２０分、質疑応答１０分程度） 

エ 機器の準備：プロジェクター、スクリーンは事務局が準備する。パソコン等プレ

ゼンテーションに必要な機材については、企画提案者が用意すること。 

（３） 注意事項 
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ア プレゼンテーションは、提案者を特定することができる内容は伏せること。 

イ プレゼンテーション審査の日時、詳細な場所、留意事項等については別途通知す

る。 

ウ プレゼンテーションでは、企画提案書等に記載された事項についての説明及び質

疑応答を行う。 

エ プレゼンテーション審査当日の追加資料については受理しない。 

オ 企画提案者の責に帰すべき事由によりプレゼンテーション審査に参加できなかっ

た場合、評価は行わない。 

カ 提出した企画提案書の内容と著しく異なるプレゼンテーションについては評価の

対象としない。 

キ 指定した時刻に遅れた場合は、失格となる場合がある。 

ク プレゼンテーションについては審査の参考とするため、記録用として動画撮影す

る。 

（４） 審査基準 

別紙「審査基準」のとおり。 

（５） 選定結果 

ア 選定結果については、審査終了後、自己の結果のみを参加者に書面で通知する。 

イ 審査内容及び選定結果に対する問い合せには応じないものとし、選定結果に対す

るいかなる異議申し立ても受け付けないものとする。 

（６） 失格事項 

    次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。 

ア この要領に定めた参加資格要件を満たしていない場合。 

イ 仕様と合致していない場合。 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

エ 提出書類に不足があった場合。 

オ 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合。 

カ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。 

キ 見積額が本業務における契約上限額を上回る場合。 

ク その他、不正な行為があった場合。 

 

 

９ 契約事項 

受託候補者と企画提案書等について協議（協議の内容によって提案内容の一部を変更す

ることができる。）の上、地方自治法第２３４条に定める随時契約の方法によって委託契約

を締結するものとする。ただし、当該協議が不調のときは８の（２）による順位が高い者
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から順に契約締結の協議を行う。 

 

10 その他留意事項 

（１） 企画提案書等の作成・提出、委託契約の組合との協議に係る費用は全て企画提案

者の負担とする。 

（２） 企画の提案は、１事業者１提案までとする。 

（３） 提出期限以降における書類の差替え及び再提出は認めない。 

（４） 提出された企画提案書等は返却しない。 

（５） 提案内容については、見積金額以内で全て実施できることを確約したものとみな

す。 

 

11 特記事項   

本業務の実施については、青森地域広域事務組合議会における予算の成立が前提となる

ことから当該予算の否決や減額となった場合は、本プロポーザルを中止する場合があるた

め、あらかじめご了承いただきたい。なお、中止する場合は、参加表明した業者へ個別で

連絡します。 

 

12 様式一覧 

様式番号 様式名 

様式１ 参加登録申込書 

様式２ 質問書 

様式２―１ 質疑応答書 

様式３ 提案書 

様式４ 業務実績調書 

様式５ 担当技術者調書 

様式５―１ 配置技術者の経歴及び実績等調書 

様式６ 再委託調書 

様式７ 機器構成表 

様式８ 見積書 

様式８―１ 構成見積書 

様式８―２ 保守見積書 

様式９ 提案辞退届 
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13 主なスケジュール 

No 手続 日程 

１ プロポーザル実施の公告 令和８年２月５日（木） 

２ 参加表明の受付 
令和８年２月５日（木）から 

令和８年２月１９日（木）午後５時００分まで 

３ 質問の受付 
令和８年２月５日（木）から 

令和８年２月１９日（木）午後５時００分まで 

４ 参加資格結果の通知 令和８年２月２４日（火） 

５ 質問に対する回答 令和８年２月２６日（木） 

６ 提案書等の受付 
令和８年２月２６日（木）から 

令和８年３月５日（木）午後５時００分まで 

７ 
提案書の説明（プレゼン

テーションの実施） 
令和８年３月１７日（火）、予備日３月１８日（水） 

８ 審査結果の通知 令和８年３月下旬 

※ 日程については、当事務組合の都合により変更する場合がある。 


